
 秋田市公告

 

　秋田都市計画事業秋田駅西北地区土地区画整理事業の事業計画（第六回

変更）において定める施行地区および設計の概要を表示する図書の写しを

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第55条第13項において準用する

 同条第10項の規定により公衆の縦覧に供するので、公告する。

 

 　　令和６年10月８日

 

 秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

１　縦覧期間　令和６年10月８日から土地区画整理法第103条第４項に規

　　　　　　定する換地処分公告の日まで。ただし、土曜日、日曜日およ

 　　　　　　び国民の祝日を除く。

 ２　縦覧時間　午前８時30分から午後５時15分まで

 ３　縦覧場所　秋田市山王一丁目１番１号

 　　　　　　　秋田市都市整備部都市総務課

 　　　　　　　秋田市手形字山崎44番地３

 　　　　　　　秋田市都市整備部秋田駅東地区土地区画整理工事事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


